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宮
城
県
規
則
第
百
十
六
号

　
　
　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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取
締
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行
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則
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正
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る
。

　

様
式
第
三
号
中

改
め
る
。
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則

　

こ
の
規
則
は
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公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
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月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
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で
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本
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可
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つ
い
て
は
，
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第
59条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
以
下
の
条
件
を
付
す
る
。
」

に
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
宮
城
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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更
し
、
同
法
第
三
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条
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四
第
二
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第
七
号
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第
八
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に
掲
げ
る
事
項
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城
県
地
域
医
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構
想
と
し
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定
め
た

の
で
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同
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
告
示
す
る
。
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城
県
地
域
医
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は
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平
成
二
十
八
年
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二
月
六
日
か
ら
一
か
月
間
宮
城
県
庁
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保
健
福
祉

部
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療
整
備
課
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縦
覧
に
供
す
る
。
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進
行
管
理
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宮
城
県
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示
第
九
百
八
十
九
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障
害
者
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日
常
生
活
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び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
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二
月
六
日

 

宮
城
県
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事　
　

村　
　

井　
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浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
四
〇
〇
三
二
七

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ホ
ー
プ
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ

ド
・
ジ
ャ
パ
ン　

ホ
ー

プ
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

み
や
ぎ

亘
理
郡
亘
理
町
字
五
日

町
二
十
二
番
地

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ホ
ー
プ

ワ
ー
ル
ド
ワ
イ

ド
・
ジ
ャ
パ
ン

平
成
二
十
八
年

十
二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
四
〇
〇
二
七
七

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ホ
ー
プ
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ

ド
・
ジ
ャ
パ
ン　

ホ
ー

プ
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

み
や
ぎ

亘
理
郡
亘
理
町
字
五
日

町
二
十
二
番
地

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ホ
ー
プ

ワ
ー
ル
ド
ワ
イ

ド
・
ジ
ャ
パ
ン

平
成
二
十
八
年

十
一
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
八
〇
〇
一
三
八

株
式
会
社
薬
莱
山
葵
栽

培
園

加
美
郡
加
美
町
味
ヶ
袋

新
坂
一
番

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
薬
莱

山
葵
栽
培
園

平
成
二
十
八
年

十
一
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
真
野
大
谷
地
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
二
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
気
仙
沼
加
入
区
、
唐
桑
加
入
区
、
北
上
町
十
三
浜
加
入
区
、
河
北
町
大
川
加
入
区
、
牡
鹿
町
泊
浜
加
入
区
、

表
浜
加
入
区
、
石
巻
市
東
部
加
入
区
、
石
巻
市
万
石
浦
渡
波
加
入
区
、
矢
本
町
加
入
区
、
宮
戸
加
入
区
、
宮
戸
西
部
加

入
区
、
大
塩
釜
加
入
区
、
塩
釜
市
浦
戸
加
入
区
、
閖
上
加
入
区
、
石
巻
市
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

内
方
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
内
方
（
次
の
図
の
と
お

り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

内
方
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
鹿
野
（
次
の
図
の
と
お

り
）

別
当
地
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
荒
子
（
次
の
図
の
と
お

り
）

沢
南
下
沢
１

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
南
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
南
下
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
南
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
南
下
沢
３

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
南
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
南
上
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
南
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
南
沢

－

１

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
南
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
南
沢

－

２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
南
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）

根
方
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
舘
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

七
日
原
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
北
原
尾
（
次

の
図
の
と
お
り
）

北
山
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
遠
刈
田
北
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

土
浮
山
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
浮
山
沢
９

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
浮
山
沢
10

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）
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弁
天
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
弁
天
（
次
の
図

の
と
お
り
）

手
代
木
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
山
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
入
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

入
山
沢
１

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
入
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

川
子
石
沢
１

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
川
子
石
（
次
の

図
の
と
お
り
）

川
子
石
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
川
子
石
（
次
の

図
の
と
お
り
）

花
町
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
片
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

森
山
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
森
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

花
町
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
町
尻
（
次
の
図

の
と
お
り
）

町
尻
沢
１

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
西
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

町
尻
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
西
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

西
原
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
西
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

平
沢
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
湯
口
（
次
の
図

の
と
お
り
）

平
沢
沢
１

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
湯
口
（
次
の
図

の
と
お
り
）

平
沢
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
鎌
倉
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

仲
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
仲
町
（
次
の
図

の
と
お
り
）

遠
刈
田
温
泉

の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
千
間
（
次
の

図
の
と
お
り
）

町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
井
戸
井
（
次
の
図
の
と

お
り
）

舘
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
舘
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鎌
倉
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
鎌
倉
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

川
子
石

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
川
子
石
（
次
の

図
の
と
お
り
）

弁
天

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
弁
天
（
次
の
図

の
と
お
り
）

舘
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
舘
山
北
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
北

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
北
（
次
の
図
の
と
お

り
）

土
浮
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

別
当
地
沢
２

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
荒
子
（
次
の
図
の
と
お

り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所

沢
南
下
沢
４

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
沢
北
（
次
の
図
の
と
お

り
）

湯
口
沢

土
石
流

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
湯
口
（
次
の
図

の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
涌
谷
町
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
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所　

長　
　

高　
　

橋　
　

平　
　

勝　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

三　

浦　
　
　

敬

石
巻
市
前
谷
地
字
樋
口
百
五
十
四
番
地

理　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

廣　

瀨　

好　

美

遠
田
郡
涌
谷
町
字
花
勝
山
石
坂
道
東
二
号

八
番
地

理　

事

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

富
谷
市
三
ノ
関
字
三
枚
橋
十
四
番
三
、
二
十
六
番
十
一

の
一
部

　

富
谷
市
三
ノ
関
字
三
枚
橋
五
番
地
の
一

 

相
澤　

直
人　
　
　
　
　
　
　
　

　

富
谷
市
三
ノ
関
字
三
枚
橋
五
番
地
の
一

 

相
澤　

正
夫　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
北
泥
沼
二
百
二
十
二
番
一
、
二

百
二
十
二
番
二
、
二
百
二
十
二
番
三
、
二
百
二
十
二
番
四
、

二
百
二
十
二
番
五
、
二
百
二
十
二
番
十
六
、
二
百
二
十
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

番
十
八
、
二
百
二
十
二
番
六
の
一
部

　

亘
理
郡
山
元
町
小
平
字
南
六
十
番
地
五

 

有
限
会
社
ア
ー
ク
テ
ッ
ク　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
針
浜
字
浜
中
二
百
七
十
一
番
の
一
部
、

二
百
七
十
二
番
の
一
部
、
二
百
八
十
番
の
一
部
、
二
百
八

十
一
番
の
一
部
、
二
百
九
十
九
番
の
一
部
、
三
百
番
の
一

部
、
三
百
一
番
、
三
百
三
番
、
三
百
四
番
一
、
三
百
五
番

五
、
三
百
八
番
一
、
三
百
六
十
九
番
六
の
一
部
、
三
百
六

十
九
番
七
の
一
部
、
二
百
七
十
一
番
地
先
の
水
の
一
部
、

二
百
九
十
九
番
地
先
の
水
の
一
部
、
三
百
一
番
地
先
の
水

の
一
部
、
三
百
三
番
地
先
の
水
の
一
部

　

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
東
伊
勢
二
番
地

 

株
式
会
社
ヤ
マ
ホ
ン　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
百
番
の
一
部
、
百
番
地

先
の
道
の
一
部
（
一
工
区
、
二
工
区
）

 

山
元
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
三
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
し
ん
せ
ん
長
春
館
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
16号

　
平
成
28年
10月
３
日
付
け
で
当
委
員
会
が
行
っ
た
一
般
国
道
45号
改
築
工
事
（
三
陸
縦
貫
自
動
車
道
・
宮
城
県
気
仙

沼
市
松
崎
高
谷
地
内
か
ら
同
市
唐
桑
町
只
越
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事
に
係
る
裁
決
手
続
開
始
決

定
に
お
い
て
，
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
，
次
の
と
お
り
更
正
す
る
。

　
　
平
成
28年
12月
６
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

更
正
の
対
象

正
誤

別
紙
の
う
ち

番
号
23の
住
所
欄

茨
城
県
つ
く
ば
市
花
畑
３
丁
目
９
番
地
２

野
沢
住
宅
Ａ
棟

茨
城
県
古
河
市
大
和
田
965番

地
６

大
和
田
ア
パ
ー
ト
Ａ
棟
101号

別
紙
の
う
ち

番
号
46の
氏
名
欄

窪
田
　
香
苗

水
上
　
香
苗

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
17号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
平
成
28年
12月
６
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類

　
 　
一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
五
間
堀
川
改
修
工
事
（
左
岸
：
宮
城
県
岩
沼
市
寺
島
字
北
新
田
地
内
か
ら
同
市
早
股
字

前
川
地
内
ま
で
，
右
岸
：
宮
城
県
岩
沼
市
押
分
字
八
反
田
地
内
か
ら
同
市
下
野
郷
字
新
藤
曽
根
地
内
ま
で
）
及
び
こ

れ
に
伴
う
農
業
用
水
路
付
替
工
事

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
岩
沼
市
早
股
字
前
川

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

17番
２

原
野

原
野

11,835
広
大
地
の
た
め

実
測
せ
ず

315.34

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
別
紙
の
と
お
り

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
平
成
28年
11月
28日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
18号

　
宮
城
県
起
業
の
一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
五
間
堀
川
改
修
工
事
（
左
岸
：
宮
城
県
岩
沼
市
寺
島
字
北
新
田
地
内
か
ら

同
市
早
股
字
前
川
地
内
ま
で
，
右
岸
：
宮
城
県
岩
沼
市
押
分
字
八
反
田
地
内
か
ら
同
市
下
野
郷
字
新
藤
曽
根
地
内
ま
で
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
水
路
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
五
間
堀
川
早
股
事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法

（
昭
和
26年
法
律
第
219号

）
第
46条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
平
成
28年
12月
６
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
　
　
時
　
平
成
29年
１
月
16日
（
月
）
午
後
１
時
30分
か
ら

２
　
場
　
　
所
　
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
２
－
３
　
宮
城
県
自
治
会
館
　
200会

議
室
及
び
201会

議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
19号

　
五
間
堀
川
早
股
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　
　
平
成
28年
12月
６
日
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宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
通
知
す
べ
き
書
類

　
　
平
成
28年
11月
４
日
付
け
宮
収
第
38号
　
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

２
　
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
大
友
　
義
雄
　
住
所
・
常
居
所
不
明
　
た
だ
し
，
住
民
票
の
住
所
「
宮
城
県
岩
沼
市
相
の
原
一
丁
目
１
番
６
号
」


